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(57)【要約】
【課題】ファイバが眼の内部後区構造により良くアクセ
スでき、同時に、眼を処置するために必要な器具の剛性
を増すことができる、挿入する際の力を小さくすること
ができる。
【解決手段】プローブの遠位先端を含む小さい直径の可
撓チューブに納められる小さい直径を持つ可撓性ファイ
バを有するプローブ。小さい直径のファイバとびチュー
ブの組合せによって、ファイバの露出部分のほぼ全長に
沿ってファイバを屈曲して、挿入時にチューブを屈曲す
る力を小さくでき、直線の遠位部が不要なコンパクトな
設計を可能になる。あわせて、小さい直径のチューブは
、より大きな壁厚みの外側カニューレの使用を可能とす
ることで、器具の剛性を増すことができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）全体的に中空の本体と、
　ｂ）前記本体の遠位端に取り付けられるカニューレと、
　ｃ）前記カニューレを通過して伸びる光ファイバを有する、前記中空本体を通過して伸
びる光ファイバケーブルと、
　ｄ）前記光ファイバの露出部分であって、前記光ファイバの該露出部分が前記カニュー
レの遠位端から先に伸び、前記光ファイバの該露出部分がニチノールチューブの中に納め
られ、前記ニチノールチューブが当該露出部に沿って前記縁端部から約４．５ミリメート
ルから６．０ミリメートルの範囲内で屈曲する、露出部分と、
　を備える、プローブ。
【請求項２】
　前記ニチノールチューブが約４５度の角度で屈曲することを特徴とする、請求項１に記
載のプローブ。
【請求項３】
　前記光ファイバが約１００μｍから１２５μｍまでの外径を有することを特徴とする、
請求項１に記載のプローブ。
【請求項４】
　前記露出部分が前記カニューレの前記遠位端から先に約３．０ミリメートルから８．０
ミリメートルの距離伸びることを特徴とする、請求項１に記載のプローブ。
【請求項５】
　前記露出部分が前記カニューレの前記遠位端から先に約４．０ミリメートルから約６．
０ミリメートルまでの距離伸びることを特徴とする、請求項４に記載のプローブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は眼科手術器具に関する。特に眼科後区手術器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　顕微手術器具は、一般に人体の繊細で限定された領域から組織を除去するために、特に
眼の手術において、さらに特に硝子体、血液、瘢痕または水晶体を除去するための処置に
おいて、外科医によって使用される。顕微手術器具は、制御コンソール及び手術用ハンド
ピースを含み、外科医はこのハンドピースを使用して組織を切開し除去する。後区手術に
関して、ハンドピースは、例えば、硝子体カッタプローブ、レーザープローブまたは組織
を切断または分断するための超音波破片化器（超音波フラグメンタ）であり、長い空気圧
ライン及び（または）電源ケーブル、光ケーブルまたは手術部位に輸液を供給しかつ手術
部位から流体及び切断／分断された組織を回収するための可撓性チューブによって制御コ
ンソールに接続される。ハンドピースの切断、注入及び吸引機能は遠隔制御コンソールに
よって制御される。遠隔制御コンソールは手術用ハンドピース（例えば、往復または回転
刃または超音波振動針）に電力を供給するだけでなく、輸液の流量を制御し流体及び切断
／分断された組織を吸引するための真空源（大気圧に対して）を与える。コンソールの機
能は、外科医によって手動で、通常足操作スイッチまたは比例制御によって制御される。
【０００３】
　後区手術時に、外科医は、一般に処置中数個のハンドピースまたは器具を使用する。こ
の処置のためには、器具を挿入し、切開から取り外す必要がある。このように取り外しと
挿入が繰り返されると、眼の切開部位に損傷を与える可能性がある。この問題に対処する
ために、少なくとも１９８０年代半ばまでにハブカニューレ（ハブ付カニューレ）が開発
された。この装置は、ハブが取り付けられた細いチューブによって構成される。チューブ
はハブまで眼の切開部に挿入される。ハブはストッパとして作用して、チューブが完全に
眼の中に入るのを防ぐ。チューブを介して手術器具を挿入することができ、チューブは繰
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り返される器具との接触から切開部を保護する。さらに、外科医は、手術中に眼位を定め
るために、器具がチューブを介して眼の中へ挿入されるとき器具を操作することによって
器具を使用することができる。
【０００４】
　多くの外科処置は網膜の側面または前部へのアクセスを必要とする。このエリアに達す
るためには、手術用プローブを事前に屈曲させなければならないか、または術中に屈曲可
能でなければならない。関節式に連結するレーザー／照明プローブは既知である。例えば
、特許文献１（Ｗｉｌｋｉｎｓ他）を参照。しかし、関節式連結メカニズムは、複雑さを
増し、コストを上げる。関節式連結メカニズムを必要としない可撓性レーザープローブが
市販されているが、この装置は、遠位先端を含む可撓チューブの中に納められる比較的大
きな直径の光ファイバを使用するので、その結果、屈曲半径が大きくなり遠位先端直径が
大きくなり、屈曲剛性がかなり大きくなる。これらの特性があるため、遠位先端は屈曲部
分の挿入を容易にするために非屈曲直線部分を含む必要がある。屈曲部分はハブカニュー
レを通るとき弾力的にまっすぐにならなければならない。ハンドピースの遠位カニューレ
がハブカニューレの中に入る前に、遠位先端の直線部分によって、屈曲部分は弾力的にハ
ブカニューレを通過でき、可撓性部分の最大屈曲クリアランスを許容することができて、
曲げ歪み及びこれに対応する摩擦に起因する挿入するために必要な力を最小限に抑える。
このように屈曲半径が大きく、可撓チューブの直径が大きく、遠位先端が直線であると、
ファイバの使用可能部分はプローブの遠位先端から比較的長い距離伸びてしまうので、プ
ローブのアクセスを制限する。
【０００５】
　既知の技術のさらなる不利点は、遠位カニューレの可撓性である。これは材料の特性及
び断面慣性モーメントの関数である。慣性モーメントはハブカニューレ内に嵌まるカニュ
ーレの外径及び可撓チューブを受け入れるカニューレの内径のゲージサイズによって決ま
る。所定の材料からなるカニューレでは、その外径及び内径がカニューレの可撓性を決定
する。この可撓性は、外科医が手術中に眼位を操作するために器具を使用する能力を制限
する。
【特許文献１】米国特許第５，２８１，２１４号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００６／０１４９１９４号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００７／００７３２７５号明細書
【非特許文献１】ＳＹＮＥＲＧＥＴＩＣＳ，ＩＮＣ，２３ｇａ　Ｓｕｒｇｅｒｙ，　Ｓｙ
ｎｅｒｇｅｔｉｃｓ，　Ｉｎｃ．２００７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、可撓チューブの遠位先端に直線部分を必要とせず、よりコンパクトな使用可能
先端長さを持ち、それによって挿入力を損なうことなく眼の内部後区構造により良く接近
できるようにする、可撓性の先端を持つプローブの必要性が依然としてある。またその一
方で、手術中に眼位を操作しやすくする剛性を増した遠位カニューレを持つ可撓性先端の
プローブの必要性が依然としてある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、プローブの遠位先端を含む可撓チューブ内部に可撓性の小さい直径のファイ
バを有するプローブを提供することによって、先行技術を改良する。小さい直径のファイ
バとチューブとを組合せることにより、挿入する際に必要な力を減じるために直線部分を
必要とせず、ファイバがファイバの露出部分のほぼ全長に沿って屈曲できるようにする。
この屈曲部によって、挿入し易さを損なわずに、ファイバが眼の内部後区構造へより良く
アクセスでき、プローブが処置できる面積を大きくすることができる。
【０００８】
　従って、本発明の目的は、小さい直径の可撓性ファイバとプローブの遠位先端を含むチ
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ューブとを有するレーザープローブを提供することである。
【０００９】
　本発明の別の目的は、ファイバの露出部分のほぼ全長に沿って屈曲する、小さい半径の
可撓性ファイバとプローブの先端を含むチューブとを有するレーザープローブを提供する
ことである。
【００１０】
　本発明のさらに別の目的は、眼の内部後区構造により良く接近できるようにするレーザ
ープローブを提供することである。
【００１１】
　本発明のさらに別の目的は、手術中に眼位を操作しやすくするために剛性を増した遠位
カニューレを提供することである。
【００１２】
　本発明の他の目的、特徴及び利点は、図面及び図面の説明及び特許請求の範囲を参照す
ることによって明らかになるだろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１に示すように、本発明のプローブは、一般にハンドルまたは本体１２からなり、本
体は光ファイバ１６、可撓性チューブ２１、遠位カニューレ及び光ファイバシース１４を
収容する、または、これらを含む。本体１２は、全体的に中空であり、ステンレス鋼、チ
タンまたは熱可塑材など任意の適切な材料からこれを作ることができる。チタンまたはス
テンレス鋼など任意の適切な材料からカニューレ１８を作り、接着剤またはクリンピング
など従来の方法によってこれを本体１２内部に保持することができる。光ファイバシース
１４は熱可塑材またはシリコーンなど適切なチューブである。光ファイバ１６は近位端に
おいて（図示されず）技術上周知のタイプのコネクタを介して適切なレーザーまたは照明
源に接続され、露出部分１９を持つ可撓性チューブ２１によって取り囲まれる。可撓チュ
ーブ２１はニチノールなど形状記憶合金から作られ、接着剤またはクリンピングなど従来
の方法によってカニューレ１８内部に保持され、光ファイバ１６を包む。光ファイバは接
着剤またはクリンピングなど従来の方法によって可撓チューブ２１の内径に保持される。
光ファイバ１６及び可撓チューブ２１の露出部分１９は、約３ミリから８ミリメートルの
距離カニューレ１８の遠位端２０から先に伸び、この距離は約４ミリから６ミリメートル
であることが最も好ましい。光ファイバ１６は、照明光のレーザーを伝達するのに適する
任意の光ファイバ材料であり、１００μｍから１２５μｍまでの外径を持つシリカ（また
はガラス）であることが好ましい。光ファイバ１６は、少なくとも露出部分１９を備えて
おり、露出部分１９に沿って遠位端２０から約４．５ミリから６ミリメートルまでの範囲
で、約４５°の角度で屈曲する、３３ゲージ（外径約０．０２ｃｍ（約０．００８インチ
ＯＤ））のニチノール可撓チューブの内部に収まっている。重要なことは、光ファイバ１
６の露出部分１９がカニューレ１８の遠位端２０からすぐに湾曲または屈曲して、カニュ
ーレ１８の遠位端２０付近に直線部分が全くないかまたはほとんどないことである。この
ような構造はカニューレ１８入口点近傍のアクセスをよくする。大幅に小さい断面慣性モ
ーメントを持つ小さい直径の可撓性チューブによって、外科用ハブカニューレの中へカニ
ューレ１８と露出部分１９とを同時挿入する際に挿入するのに必要な力は手動の挿入及び
引き出しを容易にする最適な範囲内に維持することができる。
【００１４】
　露出部分１９で光ファイバ１６は形状記憶特性を持つニチノールチューブからなる可撓
性チューブ２１に包まれているので、使用時に、２３ゲージまたは２５ゲージのハブカニ
ューレを介して眼の中に露出部分１９を挿入できるように、光ファイバ１６の露出部分１
９を直線的にすることもできる。ひとたび眼の中に入ったら、ニチノールチューブの形状
記憶特性によって、露出部分１９はその湾曲形状を取り戻すからである。
【００１５】
　本発明の特定の実施形態が上に説明されているが、この説明は例示及び説明のためのも
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のである。本発明の範囲または精神から逸脱することなく、上に開示されるシステム及び
方法の変形、変更、修正及び逸脱を採用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明のプローブの斜視図である。
【図２】本発明のプローブの立面図である。
【図３】本発明のプローブの断面図である。

【図１】

【図２】

【図３】
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